
 

 

 

学校生活のルールについて 

 ここ数年、みなさんの意見を生徒会本部役員が中心になって集約し、靴やソックスの色、頭髪等の変更

が実現してきています。昨年度もいくつかの要望が検討され、男子の頭髪に関わる変更があり、今年度から

実施されることになりました。変更にともなって、いわゆるツーブロックの髪型が指導の対象ではなくなり

ます。ただし、ヘアースタイルが自由になったわけではありません。例えば、美容室でツーブロックと説明

されるものでも、あまりに奇抜である場合は指導する場合があります。 

中学校のルールは、学校によって少しずつ違います。周りの学校と比べて窮屈だと感じる人もいるでしょ

う。ただ、今まで何度も言われてきていることだと思いますが、集団生活にはルールが必要です。ルールは

集団のメンバーがより良い生活ができるように、時にはメンバーの行動を縛る時もありますが、そのルール

は、集団全体や個人を守る働きも持っています。みんなのために作られている「大洲中」のルール。しっか

り意識して、大洲中の雰囲気を今以上に良くしていきましょう。   

物品の貸し出しについて 

 大洲中では、上履き忘れなど、ものによっては学校で貸し出しができるものがあります。 

 年度初めにそのことについて確認をしておきます。 

 

 上履き 忘れた時の貸し出しは可能ですが、サイズと数にかなり限りがあります。必要になった場合は、 

担任の先生に声をかけてください。学期の初めなど、忘れた人が多ければ、数が足らなくなる 

場合があります。借りた場合は、次に使う人のために、必ず洗ってから返してください。 

 

ジャージ・体操着類 数がほとんどないため、原則として貸し出しはできません。今後卒業生の寄付な 

          どで数が増えれば貸し出しが可能になる可能性があります。特に寒い時期など忘 

れないように注意してください。授業などで大きな汚れや破損があった場合は個 

別に相談してください。 

 

雨傘 急な雨の対応のために雨傘の貸し出しをします。必要な時は担任の先生または部活動の先生に声 

をかけてください。かなり数はある（７０本程度）のですが、なくなってしまった時はごめんな 

さい。傘を借りた場合は、借りた先生に翌日（翌日が休日の場合はその次の日）返却してください。 

 

 校章 急に必要になった時は、各学年の生活担当の先生に声をかけてください。あまり数はありませんが 

貸し出し可能です。校章をつけるマットは、古いタイプ（校章とクラス章を両方つけるタイプ）し 

かありません。 
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